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仙台市みどりの基本計画（中間案） 

パブリックコメントの実施結果について 
 

（１）計画全体に関するご意見（６件） 

No ご意見の概要 本市の考え方 

1 

 年々計画は進捗していると思うが，実際
に活動している人々の意見をとり入れる
ことが一番大事である。町内会の意見は大
切だと思う。 

 町内会等をはじめ，実際に活動してい
る方々のご意見等を伺いながら事業に取
組むことは大切と考えております。引き
続き事業を進める中で，ご意見等を伺い
ながら進めてまいります。 

2 

 人材の育成方法も新たに検討する必要

があると思う。目標とする事例，予算の組
み方，お金の使い方や集め方など実現を期
待させる計画を考えてほしい。 

 緑の保全，創出，普及等に携わる人材
を育成することは重要なことと考えてお

り，引き続き，緑の活動団体等を支援し
てまいります。本計画を実施する段階で，
財源等を確保しながら実現に向けて取組
んでまいります。 

3 

 市民生活の視点から必要なこと，都市政
策として必要なこと，生物多様性を維持す
るために必要なことが，これだけ多数存在
するのだという気づきがあった。特に，都
市政策の面では，仙台において「みどり」
は重要な要素であると考える。仙台でも近
い将来には人口増加から減少に転じ，市税
の使い道も節約路線に変わっていくもの
と思う。しかしながら，仙台市民が誇れる

ようなみどりの空間が作られ，都市個性と
なるみどりが形成・保全されていくのであ
れば，みどりに対して予算を投入していく
ことに市民は納得するものと思う。 
この計画で掲げられた理念の実現に向

けて，具体の取組みが展開されていくのが
楽しみである。 

 仙台市民が誇れるような，みどりの空
間が形成・保全できるよう，本計画の理
念の実現に向け，具体に取組んでまいり

ます。 

4 

 計画として複雑な構成で，「基本方針」，
「施策体系」，「重点的な取組み」，「成果指
標」の繋がりが見えにくく，ちぐはぐに感
じる。10 年後の仙台のみどりがどのよう
になっていたいのか，目標を数値などで示

せるとわかりやすいが，一部の成果指標で
は，大きな方向性を評価しようとしている
ように見えてしまい，違和感がある。 

 基本理念を実現するため基本方針を定
め，基本方針ごとに施策体系と重点的な
取組みを位置づけています。また，計画
全体と各基本方針にそれぞれ指標を設定

し，10年後の目標値を定めています。こ
れらの目標値の達成に向けて計画を進捗
させてまいります。  

5 

 みどりの基本計画としては，みどりをこ
の 10 年でどうしていくかを中心に据えて
述べる方が自然であり，防災やにぎわい
等，みどりをどう活用するのかが先に出て
くる事に違和感がある。 

 これまでの緑の保全，創出，普及等の
事業により，一定程度のみどりはストッ
クされてきており，今後は，みどりの多
様な機能をまちづくりに活用していく取
組みが重要と考えております。 

別紙 
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6 
 本計画を市全体で取組む計画として認
識した上で，部局横断的に事業・取組みを
推進してほしい。 

 本計画の推進にあたっては，部局横断

的に取組んでいくことが大変重要である
と考えており，取組みの姿勢（P.49,50）
で掲げるグリーンインフラの推進におい
ても，その必要性を示しております。 

 

（２）基本理念・みどりの将来像・取組みの姿勢に関するご意見（７件） 

No ご意見の概要 本市の考え方 

7 

 計画として各章が分かりやすくまとめ
られており，写真や絵図表も見やすくて良
いが，P40～41「みどりの将来イメージ図」
と P47～48「みどりの将来イメージ・みど

りの配置構想の重ね図」では，嵩上げ道路
と繋がる避難道路が一部しか描かれてい
ない。また，市道「鶴ケ谷仙台港線」も描

かれていない。 

 ご意見を踏まえ，修正いたします。 

8 

 P.40～41 みどりの将来イメージを見て
も現状と何が違うのかがよく分からない。
「将来こう変わる！」ということが見た人
に伝わるように，目指すところをはっきり
示すべきかと思った。 
 色のトーンが若干暗く感じ，晴天ではな
い日の景色のように見えたるため，色味を
調整しても良いのではないかと思った。 

 本市のみどりの特徴は，奥羽山脈など
の奥山から里山，市街地のみどり，東部
の農地，海岸林と豊かな自然が連続して
いることが挙げられます。そうした特徴
を未来に継承するとともに，街路樹や都
心と広域拠点等のみどりをさらに充実さ
せていく将来イメージを描いています。 

9 
 P.42～44 の地域ごとのみどりの将来イ
メージ図について，どこの市町村にでも当
てはまる絵で意味がないように思える。 

 本市の特徴である奥山から里山，海岸
へと連続するみどりを，それぞれの場所
等の特色を生かしながら整備や維持管理
を行い，みどりの機能をまちづくりに活
用している将来イメージを描いていま
す。 

10 
 P.42 奥山・里山の将来イメージ図につ
いて，里山のイメージは感じられるが，奥
山のイメージではないと思う。 

 ご意見を踏まえ，奥山のイメージを追
加いたします。 

11 

 P.42市街地（都心以外）の将来イメージ
図の説明文について，子どもの育ちの場と
いうことも意識し，次のような変更を提案
する。 

「（略）子どもの遊びやテレワーク，地域
の花壇づくりなど，生活スタイルに合わせ
公園が利用されるまちを目指します。」 

 ご意見を踏まえ，修正いたします。 

12 

 P.43 田園の将来イメージ図の説明文の
中に，用水路がつなぐ水・生き物のネット
ワークを想起するような記述を入れるこ
とを提案する。 

生物多様性の保全等には用水路等の水
のネットワークが重要であると考えてお
り，用水路については，農地の適正な保
全の取組みに含まれるものと考えており
ます。 
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13 

 P.49,50取組みの姿勢「グリーンインフ

ラの推進」における河川への言及箇所につ
いて，P.44 河川の将来イメージ図での広
瀬川が有する河岸段丘の景観を説明して
いることを踏まえると，次のような記述が
良いのではないか。 
「本市は，一級河川名取川およびその支流
広瀬川と二級河川七北田川のそれぞれの
源流から河口までを一つの行政区域に含
み（略）」 

 ご意見を踏まえ，修正いたします。 

 

（３）基本方針１．みどりと共生するまちに関するご意見（14件） 

No ご意見の概要 本市の考え方 

14 
P.54～65 に記載された施策について，

○○地区を○○年までに○○したいとい
うような具体的な記述にしたらどうか。 

 当該ページは基本方針１の施策の考え
方と重点的な取組みを示したものです。
基本方針２～５についても同様に整理し

ており，全体共通の体裁としております。
なお,具体的な取組みについては，P.112
に「３ 各方針の事業・取組みの一覧」
として掲載しています。 

15 

 みどりと雨水対策を結びつける考え方
に賛成する。宅地や貯留施設にも結びつけ
る必要があると考えるため，重点的な取組
み「みどりによる雨水対策の推進」
(P.7,54)の説明文を次のように修正する

ことを提案する。 
「法や条例に基づく緑地保全制度の運  
用，市有林の造林育林，公園や道路，宅地

などへの雨庭，雨水貯留施設等の整備に取
組み，浸水被害の軽減に努めます。」 

 ご意見を踏まえ，宅地については，事
業所等も含める表記とするため，「建物敷

地」として追加修正いたします。 
なお，雨水貯留施設については，雨庭 

等に含めて考えております。 

16 

 P.56「施策②-3)河川環境の保全」につ
いて，健全な水循環という点では，農業用
水路が河川の取水口から田んぼを経由し
て最後海に注ぐまでのルートが確保され
ていることが重要と考える。大規模圃場整
備でパイプライン化したところが多い中，
「河川環境の保全」の中に，用水路をしっ

かりと位置づけ健全な水循環を回復に資
するものとすることを提案する。 

 用水路による健全な水循環を維持・増
進することについては，P.56「施策②-2)
樹林地・農地の適正な保全」に該当し，
農地の適正な保全に含まれるものと考え
ております。 
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17 

P.57 施策の柱③「都市のみどりをつな
ぎ，豊かな生態系を育む」について，昨今，
社会問題にもなっているが，森林の荒廃を
危惧している。林業の魅力発信及び担い手
育成が急務であり，百年の杜づくりにも大
きく関わってくると考える。 

 基本理念に掲げる百年の杜づくりにお

いても，適切な管理による奥山・里山の
良好な自然環境の維持は必要なことであ
り，林業は重要な産業であると認識して
おります。 
 林業の魅力発信及び担い手の育成につ
いては，県内の産業界、地域団体、行政
が参画している「みやぎ森林・林業未来
創造機構」の活動等を通じ，引き続き取
組んでまいります。 

18 

 P.57「施策③-2)郷土種を利用した緑化，
エコロジカルネットワークの形成」につい
て，多種多様な生物が生息しやすいエコロ

ジカルネットワークの形成のためには，河
川～市街地～田園地帯を貫流する農業用
水路が生物の行き来する回廊として生き
ていることが重要と考えられる。大規模圃
場整備でパイプライン化したところも多
い中，意識してそのルートを残し・創造し
ていくことを位置づけることを提案する。 

 用水路による豊かな生態系の育みにつ

いては，P.57「施策③-1)生物の生息地と
なる樹林地や公園・緑地，農地等の保全・
充実」に該当し，農地の適正な保全に含
まれるものと考えております。 

19 

 令和元年度の台風 19 号に代表されるよ
うに昨今の集中豪雨で市内のいたるとこ
ろで冠水が見られるようになった。公園緑
地等における浸透施設整備により雨水流
出抑制が 87,000 ㎡増と成果指標(P.60)を
掲げているものの，過去に被害が出たエリ

アにおける集中的かつより大規模な整備
を検討してほしい。 

 雨水対策については，関係部局と連携
して取組んでまいります。 

20 

 雨水貯留量に考慮すべきと考えるため，
関連指標(P.60)について，公園緑地等にお
ける浸透施設，雨庭等の整備により雨水流
出抑制が図られた面積だけでなく，容積を
追加してはどうか。 

  
みどりによる雨水対策として，公園道

路等において雨庭等のみどり関連の施設
整備により，地下浸透を主とした対策に
取組むこととしております。貯留につい
ては，透水性舗装の設置により，一定程
度の量の確保ができるものと考えており
ますが，目標量の設定が困難なことから，
雨水流出抑制（地下浸透）が図られた面

積を指標としております。 
なお，ご意見につきましては，関係部

局と共有し，今後の参考にさせていただ
きます。 

21 

P.60の成果指標について，P.65「『みど
りを生かした防災・減災を進める』ために」
などで，住宅や事業所における雨庭や雨水
タンクなどの導入による雨水の敷地内で
の貯留浸透や利活用の促進を挙げるので

あれば，貯留分の目標を浸透分と合わせて
設定すべきではないか。 
「公園緑地等における浸透施設整備によ 
り雨水流出抑制が図られた面積，量 
令和 12 年度までに 87,000 ㎡増，8,700
㎥増」 
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22 

 P.61 重点的な取組み「生態系を育むみ

どりの保全・創出」の説明文で，「（略）こ
れらのみどりについて，次世代へ継承して
いくために，法や条例に基づく制度を活用
ながら引き続き保全を図る」の「これら」
の中に「河川」が入っているが，「河川」の
保全と言った時には，用水路は想起されな
いことが多いと思う。「森林や里地里山，
農地，市街地，河川や砂浜など」の中に，
用水路もしっかりと記入しておくことを
提案する。 

 用水路については，生態系を育むみど
りの保全・創出のために重要と考えてお
り，農地に含まれるものと考えておりま
す。 

23 

 P.63,64で身近な生きものの認識度が指

標として挙げられているが，この中には水
生生物が入っていない（幼虫も含めればあ
るかもしれないが，それならば「ヤゴ」な
どと表記する必要がある）。河川なども含
めて生物多様性を図るという目標がある
ことから，水生生物も指標として追加する
ことを提案する。 

 身近な生きものの認識度は，指標を定
めて継続的に実施し，生物多様性を経年
変化で把握しています。 
ご提案については調査を行っている関

係部局と共有し，今後の参考にさせてい
ただきます。 

24 

P.65「『みどりを生かした防災・減災を
進める』ために」において，住宅や事業所
における雨庭や雨水タンクなどの導入に
よる雨水の敷地内での貯留浸透や利活用
の促進をあげることは大賛成である。特

に，公共用地への雨庭設置だけでなく，個
人住宅地や事業所用地への雨庭，雨水タン
クの設置による治水の取組み は，治水意
識の向上にも寄与すると考えられる。 

 市民・事業者・行政の取組みにより，
みどりを生かした防災・減災を進めてま

いります。 

25 
 里山及び奥山の整備利活用について内
容が不十分ではないか。耕作放棄地の再生
も含めて検討してはどうか。 

 基本方針１では，奥山・里山等の整備
や，農地の保全について，みどりと共生
するまちの視点から記述しています。ご
意見については関係部局と共有いたしま
す。 

26 

 保存緑地に指定されている緑地は，ナラ
枯れや松くいにより荒れていたり，伐採さ
れた丸太が散らばっていたりしており，あ

まり利用できるところがないように思う。 

保存緑地は，土地所有者のご協力のも
と維持管理に努めてきました。ご意見に
あるような丸太等を整理しながら利活用

を図ってまいります。 

27 

 透水性舗装等のモデルとなるグリーン
インフラの事例を市民に見せる必要があ
ると思う。個人や民間レベルでも，どう取
組めば良いかケースを示す必要があるの
ではないか。 

 グリーンインフラの取組みを市民等に
見えるかたちで実施し，広く周知を図っ
てまいります。 
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（４）基本方針２．みどりで選ばれるまちに関するご意見（４件） 

No ご意見の概要 本市の考え方 

28 

 みどりと一体化した建築物が仙台には
無いように思う。仙台市役所新庁舎を杜の
都のシンボルとなるようにモデル建築物
にして，みどりのイメージによりつなげや
すくする必要がある。 

 重点的な取組みとして，都心部の建築
物等における質の高い緑化を位置づけて
おり，市役所新庁舎につきましてもモデ
ルとなる緑化を実施してまいります。 

29 

 都心部に観光施設にもなるマルチ café
を備え付けてみてはどうか。その空間を訪
れる人が癒されるような「憩いの場」を提
案する。マルチ café は，ステージを置く
など，イベント会場のようなものでも効果
的だと思う。 

 都心部の活力やにぎわいを創出するた
め，拠点となる公園整備や街路樹等のみ
どりがある空間の利活用に取組んでいく
こととしており，関連事業を推進してい
くにあたり，今後の参考にさせていただ
きます。 

30 

 定禅寺通は杜の都のシンボル的なケヤ
キ並木であるが，だいぶ大きくなり，夏は
葉がうっそうとして真っ暗になってしま

うし，倒木の危険も高まっていると思うの
で，間引きや若木への植替え等の更新措置
が必要なのではないか。 

 定禅寺通のケヤキ並木については，シ
ンボルとしての景観を将来にわたって持
続できるように，周辺のまちづくりの動
向も踏まえ，今後のあり方について検討
してまいります。 

31 

 公園や大通りの建築に規制をかけて街
づくりをしていくことが必要ではないか。
車道を一方通行や歩行者天国にして活用
する必要があり，そのような活用が街路樹
などのみどりを守ることにも繋がると考
える。 

 関係部局と連携して事業を推進する中
で，今後の参考にさせていただきます。 

 

（５）基本方針３．みどりを誇りとするまちに関するご意見（６件） 

No ご意見の概要 本市の考え方 

32 

 杜の都と呼ばれるが言葉がひとり歩き
しているように見える。中心部だけでなく
郊外も杜の都の雰囲気がでれば良い。街路
樹は明らかに日本一の街であり，それを発
信して市の姿勢をみせていく必要がある。 

 都市がブランドを持つことは重要なこ
とであり，杜の都の一翼を担う街路樹に
つきましては，中心部及び郊外ともに計
画的な管理等を推進することで風格ある
景観がつくられるものと考えておりま
す。 
そのような街路樹を都市ブランドとし

て発信し，市民の誇りとなるよう努めて
まいります。 

33 

 街路樹について，市内のメインとなる街
路樹路線以外にも，街路樹が衰退している
路線，根上がり対策の必要な路線などを見
直すことで，全市的にみどりの回廊をつく
り上げるに繋がるのではないか。また，他
都市にある，「けやき通り，いちょう通り」
など愛称（サブネーミング）を付けるのも
何の木の通りかわかりやすくて親しみが
持てるのではないか。 

 樹勢不良や根上がりなど安全対策が必
要な街路樹については，現況を把握し，

計画的に対策を行ってまいります。 
道路の愛称については，地域団体等か

らの要望もいただきながら検討してまい
ります。 



7 

34 

街路樹によって，将来，形成される景観

を見越して，街路樹管理計画を作成する必
要があると思う。そのような計画が，街路
樹について市民の理解を得るための一つ
の手段となると考える。 

 街路樹を適正に管理していく上で，将

来樹形や景観を考慮することは重要なこ
とであると考えております。今後，管理
計画を作成した上で，適正な管理に努め
てまいります。 

35 

 歴史や史跡を含めて，城下町の仙台を発
信する必要がある。仙台は何かと中途半端
な感じを受ける。東北一の街であり，緑化
行政も先導していってほしい。横浜市，名
古屋市同様に取り組んでほしい。 

 みどりと暮らしが一体となった歴史・
文化は，本市の誇るべきものと認識して
おります。いただいたご意見は，関連事
業を推進していくにあたり，今後の参考
にさせていただきます。 

36 

 市内には歴史的な神社仏閣など多く，そ
こには名木・古木があるということを市民
ならそれなりに知っている。学校教育の場

にも浸透させ，市民（若い世代）の理解を
深めていく必要がある。 

 本市が杜の都と称されるいわれ等につ
いて，教育部局と連携し，発信してまい

ります。 

37 

 東部地域の津波対策としての避難所な
どはできてきたが，貞山運河は利用されて

いないので，この運河を活用した日本を代
表する公園などの新しい計画も考えてほ
しいと思う。 

 貞山運河の利活用につきましては，海

岸公園の整備計画で親水施設の整備等を
検討してまいります。 

 

（６）基本方針４．みどりとともに人が育つまちに関するご意見（８件） 

No ご意見の概要 本市の考え方 

38 

 P.84「子どもの遊び・学び環境の充実」
とあるが，非常に素晴らしい取組みである

と思う。 
自然の中での自由な遊びを通じて子ど

もは豊かに生きるための知恵や知識を得
る。そして，仲間や年長者との遊びを通じ
て，他者への興味・関心・敬意を抱き，人
とのかかわりを持つことに積極的な人格
が育つ。これは，コミュニティの形成の上
で絶対的に必要な要素である。 
地域の皆が子どもの遊ぶ様子をおおら

かに見守る事が出来れば，子どもは地域に
安心感を覚え，もしもの時に周囲を頼る事
が出来るだろう。 

 みどりは子どもが豊かな人間性や社会
性を身につける可能性を広げることがで
きると考え，子どもの遊び・学び環境の
充実について，重点的に取組むこととい
たしました。いただいたご意見は，関連
事業を推進していくにあたり，今後の参
考にさせていただきます。 

39 

 P.87「『みどりにより健やかな心身を育
む』ために」について,  プレーパークを
拡充していくためには，住民の参画が重要
であることから，次のよう変更してはどう
か。 
「地域での子育てをサポートする公園で
の子どもの見守り活動，プレーパーク等の
遊びの場や学びの場の運営への積極的な
参加」 

 ご意見を踏まえ，修正いたします。 
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40 

 P.87「『みどりにより健やかな心身を育

む』ために」について, 遊び等で健やかな
心身を育む観点からは，みどりについて
「何が守るべき（保護種・観葉植物など）
みどりなのか，何が触れられる（子どもの
遊びの範囲で摘んだりしてよい野草・花な
ど）みどりなのか」ということについての
基本的な知識が必要である。  
現在，散歩に行く保育園等では，どんな

雑草であろうと「落ちているもの以外は採
らない」と指導される現状がある。そうし
た素養・みどりとのかかわり方を学べるよ
うな機会があれば良いと考える。 

 みどりとの関わり方につきましては，
みどりとの触れ合い等を通した環境学習
等によって身につけていくことができる
と考えております。 
いただいたご意見を参考に，みどりに

よる健やかな心身を育む取組みを推進し
てまいります。 

41 

新しい日常においては，子どもがマスク
を外して，子ども同士が表情を見せあって
遊べる屋外の居場所の重要性が高まって
いるように感じている。 
 さらに，子どもの心と体の健康や成長・
発達にとっては，子ども同士や大人との密
接な関わり合い（ふれあい，アタッチメン
ト）が重要であると思う。是非とも，屋外
の公園を子どもが自由に遊べる居場所づ
くりにする施策を推進してほしい。 

 新型コロナウイルス感染症流行下にお
いて，子どもの遊び場をはじめ，健康づ
くりやコミュニティ形成などの場として
公園が果たす役割は，今後より一層重要
になっており，いただいたご意見は，関
連事業を推進していくにあたり，今後の
参考にさせていただきます。 

42 

 公共のみどりに対する取組みは最もだ

と思うが，まち全体のみどりを考える時，
個人宅や集合住宅の新築や改築などの際
にもアプローチがあって良いのではない
か。そういった人や場所が，対外的に仙台
を「みどりのまち」としてアピールしてい
く存在になると考えるため，市民の意識の
醸成も考えてほしい。 

 住宅の新築時等の緑化については、建
築物等緑化ガイドラインにより質の高い
緑化の事例をわかりやすく解説するとと

もに、生垣づくり助成金等の緑化助成制
度や新築時（集合住宅は除く）の記念樹
交付事業等により市民の取組みを支援し

てまいります。 
また，市民の方々の意識醸成について

も，新緑祭などのイベントを引き続き開
催するとともに，ＳＮＳの活用等情報発
信の強化に取組んでいまいります。 

43 

 暮らしの中で，身近にみどりがある環境
が理想的であり，常に触れ合っていくこと
でともに成長できると考える。生垣助成や
花壇助成，記念樹プレゼントなどまだまだ

浸透していないように感じる。 

 市政だよりや本市ホームページ，ＳＮ
Ｓなど様々な媒体を使用して各種助成制
度などの広報を行っておりますが，市民
の皆様に広く知れ渡るように，引き続き

広報活動に努めてまいります。 
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44 

「みどりを楽しむ」を基本方針の１つにし

てほしい。 
１．楽しい樹木 
  実のなる木。栗，胡桃，銀杏などを 
食べてみる，どんぐりを楽しむ。 

２．地域のシンボルツリー 
  公の土地であると，民地の樹木であ  
ろうと，地域のシンボルとなる木をみん
なで大切にする。貴重な樹木が近隣の苦
情により伐採されていて，なんとか地域
の理解のもと保全されないだろうか。 

３．樹木のものがたりを伝える 
 ・東二番丁小学校の戦災から蘇った楠 

 ・宮城野八幡神社境内の乳銀杏 
 ・津波の塩害から蘇った照徳寺の大銀 

杏など 
４．子どものころからいろんな樹種を学

ぶ・機会をつくる 
・公園や街路，緑地の木に樹名板を取り
付ける 

・樹木を学ぶガイドツアーを開催する  

 みどりを楽しむことについては，基本
方針４「みどりとともに人が育つまち」
に位置づけております。ご提案につきま
しては，重点的な取組みとしている，子
どもの自然体験学習林事業や環境教育・
学習推進事業などの参考にさせていただ

きます。 

45 

 計画に「プレーパークの拡充」が位置づ
けられたことは，子どもが遊び育つ環境づ
くりのために大いに評価できるものと考
える。ただし，プレーパークの意味がわか
らない人のために，「子どもがみどりとふ

れながら自由に遊ぶ場となるプレーパー
クの拡充」等の記述にすることを提案す
る。 

 プレーパークについては関連施策や用
語集で説明していることから現案の通り

といたします。 

 

（７）基本方針５．みどりを大切にするまちに関するご意見（10件） 

No ご意見の概要 本市の考え方 

46 

 P.89 施策の柱⑪「みどりの持続可能な
管理体制を構築する」について，みどりの
適切な維持管理の中には，みどりが「子ど
もが遊べる場・環境」として持続するとい
う管理面だけでなく活用可能な状態を積

極的に維持するという意味も含まれると
考える。現在の文面では，「管理」の面が強
く感じられるので，より運営面も重視した
記述にすることを提案する。 

 ご意見を踏まえ，修正いたします。 
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47 

 中心部の街路樹は，青葉通や定禅寺通を

代表にビル街にマッチして素晴らしい管
理がされていると感じており，そのような
場所には自然と人が集まりにぎわいが生
まれている。 
しかし，郊外の街路樹をみると，自然樹

形からかけ離れた樹木が多く見られ，残念
でならない。 
改善策として，街路樹を一本おきに間引

き伐採して街路樹間にゆとりを持たせて
自然樹形に近い形を作りだすことや主要
幹線道路以外の街路樹は伐採して低木の
みの植栽にすることなどが考えられる。 

 重点的な取組み「施設マネジメントの
推進」(P.90,91)として，街路樹の計画的
かつ効率的な管理を行うために，今後，
路線ごとの管理目標の設定や計画的な樹
木更新を実施し，適正な維持管理に努め

てまいります。 
  

48 

 南中山を通って住吉台の方へ通勤して
おり，最近，中山中学校辺りの樹形を保て
ていなかった街路樹が伐採されたが，歩道
が綺麗になり，とても良い。 
 税金を使って見た目の悪いみどりを増
やさないでほしい。一度綺麗に伐採し，植
えるところは植えるようにしてほしい。 
 杜の都とは市の中心だけなのか。街路樹
が汚すぎてがっかりしており，美しい樹形
を保てない街路樹はない方が良い。 

49 

 街路樹の維持管理については，枝張り比
率も考慮してはどうか。また，ぼつ切りさ

れた街路樹等は，植替えも視野に地域に合
ったものにする必要があると思う。 

 街路樹の維持管理については樹種及び
道路幅員や架空線（電線）の有無等の植
栽環境を踏まえ，今後，路線ごとに樹形

等を定める管理計画を作成します。また，
植替え等についても，検討してまいりま
す。 

50 

 青葉山公園の（仮称）公園センターの整
備では，建物と公園について，一体的にす
べてを民間提案型にした方が，自由度が高
くて良いものができるのではないかと考
える。今回はそれぞれ別途に行われてお
り，建物内外での調和がなく，使い勝手が
悪くなっているように感じる。 

 青葉山公園につきましては，今後の管
理運営等において，（仮称）公園センター
と建物周辺の一体利用について検討して
まいります。 

51 

 現在の街路樹は，10 年もすると根が歩
道に影響を及ぼす可能性があり，30 年も

するとその影響で伐採される樹木もある。
樹木にとって余裕のある配置や根などに
影響の少ない歩道素材の使用をしてはど
うか。 

 街路樹の健全な育成のため，適切な植
栽間隔や根の伸長空間等の確保に努めて
まいります。 
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52 

 適正な管理の元，期限付きでも公園施設

以外の施設（売店・カフェ）を設置・運営
できる制度があると公園を使用する人も
増えると思う。また，それと合わせて公園
管理者と民間が連携して開催するイベン
トがある程度自由に行えたらいいと思う。 

 平成 29年の都市公園法の改正により，

都市公園の活性化等を目的として，園内
でのカフェやレストランについて，設置
管理許可期間の延伸や建蔽率の緩和など
が認められ，民間事業者が参入しやすく
なり，本市においても導入に向けて検討
を進めているところです。 

53 

 みどりの担い手が高齢化しているため，
早急に老若男女が一緒になり，考え方・技・
センスなど磨き繋いでいくための仕組み
が必要ではないか。 
公園が魅力的であり，活用されていくた

めには，手入れが行き届いている必要があ

り，利用者が安全安心かつ多用途に使える
ことが重要である。そのための公園管理や
運営，それらの活動の助成等，各地域を支
援する仕組みづくりをしてほしい。 

 公園管理につきまして，これまでも地
域のみなさまのご協力を得ながら取組ん
でまいりました。 
 引き続き公園管理に関わる方々へ支援
を行っていくとともに，人材育成やその
他の支援につきましても，基本方針５「み

どりを大切にするまち」に関連施策を位
置づけており，みどりの担い手確保に努
めてまいります。 

54 

 みどりの市民活動について，地域のボラ
ンティア又は団体と行政・専門家との間に
立ち，みどりのまちづくりや自然と共生す
る地域づくりを市民参画と協働により進
める，地域に根ざしたコーディネーターと
いう役割が，足りていない（または居ない）
と思う。 
 コミュニティガーデナーを育成し，これ
からの活動をつなげていく人材づくりが

必要と考える。 

 みどりの活動に多くの市民が参画しや
すくなるよう，コーディネートできる人
材を確保することは重要と考えており，
基本方針５の施策の柱「みどりの持続可
能な管理体制を構築する」に，花と緑の
アドバイザー養成等の人材育成の取組み
を位置づけております。 

55 

みどりは地域コミュニティをつなぐ結
節点になり，地域の課題解決に大きな役割
を果たすことができるものである。 
そのためには，公園や緑地が位置する地

域についての深い理解があるパークコー
ディネーター（地域コミュニティと公園・
緑地とをつなぐ社会的媒体となれる専門
人材）が必要であり，パークコーディネー
ターには，子どもたちが創意工夫しながら
公園を活用することを通じて，自然を体験
し，学べるようにすることが期待されてい

る。理念や方針の中にしっかりと位置づけ
て欲しい。 

地域での課題解決にみどりの多様な機
能を生かしていくことは重要と考えてお
り，人材育成及び確保に取組んでいくこ
とを基本方針５の施策の柱「みどりの持
続可能な管理体制を構築する」に位置づ
けております。 
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（８）区ごとの主な事業・取組みに関するご意見（４件） 

No ご意見の概要 本市の考え方 

56 

 P.103～105 若林区の事業・取組みにお
ける基本方針１「みどりと共生するまち」
について，同区のみどりの特徴で六郷堀・
七郷堀に言及しているが，用水路網でつな
がる田園地帯の水を中心としたみどり環
境のネットワークは大きな環境資源であ
る。基本方針１の中に，田んぼ・用水路を
含めた生物多様性確保の記述があること
が不可欠と考える。 

 ご意見を踏まえ，修正いたします。 

57 

 P.103～105 若林区の事業・取組みにお
ける基本方針４「みどりとともに人が育つ

まち」について，同区に暮らす子どもたち
は，広大な田園地域の近くに暮らしている
にもかかわらず，実際にはその環境に触
れ，遊び，学ぶ機会が意外と少ない現状が
ある。現案には荒井地区の新市街地のこと
のみ記載されているが，田園の将来イメー
ジ図の説明文も踏まえて，田園地域のこと
への言及が必要と考える。 

 ご意見を踏まえ，修正いたします。 

58 
 56,57の意見は，宮城野区の事業・取組
み(P.100～102)にも反映できるところが
あると思うため，確認してほしい。 

 ご意見を踏まえて，P.100～102 の(2)
宮城野区にも追加いたします。 

59 
 田園及び海岸の将来イメージ図の説明

文について，P.103～105の(3)若林区にも
反映してはどうか。 

 P.103,104 の①みどりの特徴，②基本

方針ごとの主な事業・取組みに反映して
おります。 

 

（９）計画を推進する上での配慮事項に関するご意見（２件） 

No ご意見の概要 本市の考え方 

60 

 たくさんある小さな公園でも，同じ植
栽・同じ遊具ではなく，地域によって子育
て，健康回復増進，教育，福祉など，他の
部局との連携によって，積極的にニーズを
くみ取り，多様な機能を重ねて，より地域
を生かした公園づくりをして，活用される

べきではないか。 

 身近な公園において地域ニーズを生か
すことは重要と考えており，本計画では，
公園マネジメントの推進(P.141～144)と
して，周辺住民の人口構成の変化や地域
ニーズ等に応じ，特色ある公園づくりを
行うこととしております。 
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61 

 街路樹マネジメントの推進(P.145～

151)では，育成段階の管理と維持管理が記
述されているが，目標を設定することが足
りていないと感じた。 
 樹木は成長を続け，姿，大きさを変化さ
せるために様々な弊害が起こることから，
計画段階からその空間のあるべき目標を
設定することが大切であり，その目標を達
成するまでの誘導管理も必要であると考
える。従来の維持管理という概念ではな
く，目標に向けての育成管理を含めた誘導
管理，そして目標を達成したところでの抑
制管理の必要性を感じる。 

 街路樹マネジメントでは，樹種や植栽
環境等に応じて路線ごとの管理目標を設
定することとしております。今後，事業
を推進していくにあたり，いただいたご
意見は，関連事業を推進していくにあた
り，今後の参考にさせていただきます。 

 

（10）計画の進行管理に関するご意見（１件） 

No ご意見の概要 本市の考え方 

62 
 この基本計画に挙げられた成果指標が
達成できるよう，しっかりと十分な予算を
確保してほしい。 

 本計画の成果指標が達成できるよう，
予算の確保及び関連事業の推進に努めて
まいります。 

 

（11）参考資料に関するご意見（１件） 

No ご意見の概要 本市の考え方 

63 

 用語集「プレーパーク」(P.167)の記述
で，「（略）子どもの安全確保のために指導

員等を置くこともある。」とあるが，そこ
に配置される「プレーリーダー」等運営ス
タッフの役割には，安全確保は重要である

ものの，遊びを導き出す（リードする）視
点は不可欠なので，例えば次のような表現
にすることを提案する。また，和名も併記
してはどうか。 
「（略）子どもの安全確保に配慮しながら
遊びを導き出すスタッフを置く。冒険遊び
場とも言われる。」 

 ご意見を踏まえ，修正いたします。 
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（12）その他のご意見（25 件） 

No ご意見の概要 本市の考え方 

64 

 P.2「みどりの役割」の③「レクリエーシ

ョンの場などの提供」については，基本方

針４「みどりとともに人が育つまち」を掲

げていることを踏まえると，次のように修

正することを提案する。 

「③子どもの育ちやレクリエーションの

場などの提供 

『公園緑地や樹林地などは，子どもが遊び

や学びを通して育つ場となるとともに，休

養や健康増進，レクリエーションなどの場

にもなります。』」 

 ご意見を踏まえ，修正いたします。 

65 

 スケッチやイラストが沢山あり，分かり

やすく親しみやすい感じがするが，基本方
針ごとに設定されている重点的な取組み
について，タイトルや文章を読んで，絵で
表現している内容が分かりづらいところ
があるため，もう少し分かりやすい表現に
すると良いのではないか。 

 ご意見を踏まえ，重点的な取組みのイ
ラスト（P.59,61,70,77,78,91,92）を修
正いたします。 

66 

 西公園は緑が多く，広瀬川も近いことか
らもっと動植物がいきいきと生息できる
ような環境づくりをして欲しい。私たち大

人，そして，子ども達もともに考え，取り
組む機会が欲しい。将来的に，蝶々やバッ
タの種類が増えて，カブトムシやクワガタ
も見られるようになったら嬉しい。 

 西公園再整備事業を推進していくにあ
たり，今後の参考にさせていただきます。 

67 

 西公園は都市部にありながら，自然豊か
な公園である。 
歴史がある公園なので，大きい樹木もあ
り，木陰ができて過ごしやすいが，一部の
木が枯れているので，現地で活動するプレ
ーパークの会と連携して樹木の確認を行
うなどすると良いと思う。 

 地域の皆様のご協力をいただきながら
公園の安全安心の確保に努めてまいりま
す。いただいたご意見につきましては，
関連事業を推進していくにあたり，今後
の参考にさせていただきます。 

68 

 いつも西公園を子供 2 人と利用してい

る。子供がのびのびと遊ぶことができてお
り，また，西公園プレーパークでは多様な
遊びと多様な人の交流でこれまで沢山の
恩恵を受けてきた。 
 一方で，西公園は川から吹き上げてくる
北よりの風が強く，寒さに耐えられなくな
ることがあるため，どうかプレーパークに
風除けなる休暇場所が欲しい。小さい子供
だけでも一時待機できる場所があったら
なと切に願う。 

 西公園再整備事業を推進していくにあ
たり，今後の参考にさせていただきます。 
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69 

 西公園の北側と南側を結ぶ歩道橋は，ベ

ビーカーを押して歩ける幅が足りないた
め，遠回りしなければならず，西側にも歩
道橋があるが,そちらはコンクリートがか
なり劣化してきており坂もやや急である。
櫻岡大神宮がある南側と気軽に往来した
いが，ベビーカー連れの大人一人で移動す
る時はかなりの体力を要する。大町西公園
駅（市営地下鉄東西線）を利用する上でも
ベビーカーを押せる幅になると良い。 

 公園東側の歩道橋については管理して
いる国土交通省にご意見をお伝えいたし
ます。なお，公園西側の歩道橋について
は，ご要望として承ります。 

70 

 重点的な取組みにプレーパークの拡充
を盛り込んだことは素晴らしく，是非推進
してほしい。西公園プレーパークは市民団

体によって運営されており，常駐プレーリ
ーダーを雇用する安定的財源を持たない
ため，開催日数が限られているのが現状で
ある。 
 プレーパークの設置数や開催日数を拡
大し，内容を充実させるためには，仙台市
が，常駐プレーリーダーの雇用及び人材育
成のための財源を継続的に確保・提供する
ことが是非とも必要である。 

 本計画では子どもの成長を支える公園
緑地の充実を図るため，プレーパークの
拡充を重点的な取組みの１つに位置づけ
ております。いただいたご意見は，関連
事業を推進していくにあたり，今後の参
考にさせていただきます。 

71 

 西公園再整備事業と西公園プレーパー
クを連携させた施策を実施してはどうか。
旧市民図書館跡地と空池になっている心
字池と西公園プレーパークを含んだエリ

アを，「子どもの外遊び，お外での育児，子
どもからお年寄りまでの多世代交流」をキ
ーワードとして一体的に整備することを

提案する。 

 西公園再整備事業を推進していくにあ

たり，今後の参考にさせていただきます。 

72 

 基本方針４みどりとともに人が育つま
ちのなかで，プレーパークの拡充という言
葉が取り入れられたことを嬉しく思う。西
公園におけるプレーパークは，ボランティ
アで行われているが，子どもたちが自分の
足でいける身近な公園で，プレーパークを
日常のものにしていく時に専門的な指導
員（遊びの指導ではなく，遊び環境づくり

やコミュニティづくりを行う）の存在は地
域住民と両輪となり遊び環境を充実して
いく存在となる。 
 専門的な指導員を置くことについて，考
える場をつくってほしい。 

 本計画では子どもの成長を支える公園
緑地の充実を図るため，プレーパークの
拡充を重点的な取組みの１つに位置づけ
ております。いただいたご意見は，関連
事業を推進していくにあたり，今後の参

考にさせていただきます。 

73 

 西公園内の真ん中に，下水道関連らしい
建造物があるが，なぜあそこに設置しなけ
ればならなかったのか意味が分からない。
もったいないと感じる。 

 当該施設は浸水被害を防ぐため，集水
した雨水を広瀬川に排水するための施設
であり，広瀬川へ排水する位置関係から
現在の位置に設置されました。 
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74 
 青葉山公園の（仮称）公園センターの整
備でも壁面緑化や屋上緑化を取り入れる
ことは可能ではないか。 

 （仮称）公園センターは，武家屋敷が

大切にしてきた意匠や空間構成を踏襲し
た現代建築として計画したもので，壁面
緑化や屋上緑化は予定しておりません
が，建物周辺で草花などによる植栽を整
備することにより，青葉山の風景との連
続性や仙台の四季を感じさせる施設デザ
インとすることとしております。 

75 

 青葉山公園追廻地区の整備について，子
供がのびのびと安全に楽しく遊べる場所
になって欲しい。川遊びが安全にできる
と，とてもうれしい。 

 青葉山公園整備事業を推進していくに
あたり、今後の参考にさせていただきま
す。 

76 

 青葉山公園追廻地区は，青葉山を借景と

した日本庭園等を整備してはどうか。全国
都市緑化フェアと関連付けして進めては
どうか。 

 青葉山公園整備事業及び全国都市緑化

フェア関連事業を推進していくにあた
り，今後の参考にさせていただきます。 

77 

〇たいはくリバーサイドロード（仮称）の
整備 
 笊川上流から名取川，広瀬川に沿った河
川敷に全長約 4.5 km のウォーキングとサ
イクルレーンを有する散策路整備を提案
する。 
 散策路の途中にトイレ，休憩所，小公園，
スポーツ施設（サッカー場，野球場，テニ
ス，パークゴルフ，ゲートボール場等）を

設け，家族でスポーツが楽しめる一大レク
リエーションエリアとする。 
この散策路で区主催のマラソン大会，サ

イクルロード大会を開催すれば，多くの市
民が集まる一大イベントとなることが期
待される。 

 具体的なご提案として承ります。 

78 

 大規模商業施設とのタイアップにて，屋
上施設に公園及び眺望広場を配置し，ヒー
トアイランドの防止，自然を感じられる場
所があれば良いと思う。 

 本市では，市民や事業者との協働によ
る緑化を推進するために建築物等への緑
化助成に取組んでおります。いただいた
ご意見は，今後の参考にさせていただき
ます。 
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79 

 みどりの基本計画中間案は，どこの市町

村でもやっているような内容だと思った。
人が緑を育てるのだから，最初に人材育
成，リタイアした 65歳から 75歳までの人
材を活用，魅力的な街を創るためのアイデ
アを持つクリエイティブな人材，景観デザ
イン，ランドスケープアーキテクト，プラ
ンニングのできる人材など集めるなどし
てほしい。グリーンインフラによるまちづ
くりは杜の都仙台にふさわしい計画であ
る。具体的な計画を実行してほしい。新た
な仙台市緑の基本計画に期待している。 

 本計画ではグリーンインフラの推進を
取組みの姿勢としており，その推進には，
様々な分野の知識や経験をもつ人材の活
用が不可欠と考えております。ご意見に
つきましては，関連事業を進めていくに
あたり，今後の参考にさせていただきま
す。 

80 

 基本理念や方針はもっともであるが，具

体的な進め方はよりその地域，地形，歴史，
なりたち等をもっと大事に考えて，進める
べきではないだろうか。それにより，地域
住民の主体的アクションが広がり，特色あ
る地域となりうるのではないだろうか。 

 各事業につきましては，地域にお住ま

いの市民の皆様のご意見などを踏まえな
がら実施する必要があると考えておりま
す。いただいたご意見は，今後の参考に
させていただきます。 

81 

 みどりの保全・整備と言うが，植栽した
樹木が今，どんな状況になっているか，行
政だけではなく，市民とともに検証し，理
解把握することによって，みどりを誇りと
するまちと言えるのではないだろうか。 

 みどりを誇りとするまちとするには，
より一層の保全・整備・活用に取組むと
ともに，管理への市民はもとより，多様
な主体の参画が必要と考えております。
いただいたご意見は，今後の参考にさせ
ていただきます。 

82 

 都市公園に関し，障がいのある人もない
人も，誰もが一緒に過ごせて，遊べる「イ

ンクルーシブな公園」も是非検討してほし
い。 
 取組みとしては，例えば，車いすでも花
壇管理できるようなレイズベット，香りや
手触りを楽しめる植栽やトイレの洋式化，
オストメイト，音声ガイドの導入などの拡
充が挙げられる。 

 都市公園に関してインクルーシブとい
う視点は重要と考えております。いただ
いたご意見は，公園整備を行うにあたり，
今後の参考にさせていただきます。 

83 

 検討委員の今後 10 年で「杜の都・仙台
において，例えばこんなことが実現される
といいな」というアイデア提案を見てみた
い。 
 専門家の視点から，どのような空間や光

景，仕組みが作られると「杜の都」として
誇れるのか，選ばれる都市になるのか，と
いう点が気になった。 

 具体的に事業を進める中で検討いたし
ます。 

84 

 成果指標の一つに身近な生きもの認識
度が挙げられ(P.63,64)，ツバメが含まれ
ているが，ツバメは民家の軒下に巣を作る
傾向があり，糞害も見受けられ，困ってい
る市民もいるので，それらの対策への助成
など検討してはどうか。 

 調査を行っている関係部局と共有し，
ご提案として承ります。 
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85 

 仙台市は人口が百万人を超える都市で

ありながら良好な自然環境が残されてお
り，その環境をいつまでも伝え残していく
ためには早期に全体的な調査が必要と考
える。調査にあたっては緑の活動団体や植
物の会などの協力を得ながら行えば，比較
的短時間に行えると思う。保全・保存とし
て野草園に一部移植しておくのも必要と
考える。 
 また，公園緑地内にある樹林地の良好な
維持管理対策として実効性の高い施策と
投資が必要と考える。 

 関連事業を推進していくにあたり，今
後の参考にさせていただきます。 

86 

 市民によるグループが新たにプレーパ

ークを運営したいと考えた時に，その実現
と継続を仙台市が支援する仕組みを作っ
てほしい。 
 運営支援・予算措置・公園管理及び使用
方法に関するものなどが必要であり，子供
未来局及び建設局が担当部局となり，条
例，要綱を制定するなど継続性のある仕組
みをつくることが重要である。 

 新たなプレーパークの運営にあたって
は，公園管理者にご相談ください。ご意
見につきましては，プレーパークの拡充
を検討・推進していくにあたり，今後の
参考にさせていただきます。 

87 

 「The Greenest City SENDAI」に相応し
い杜の都・仙台の新しい健康づくり運動の
新たなる挑戦推進策として， 「榴岡公園」
「西公園・青葉山公園」 「七北田公園」 
を【 SENDAI PARK FITNESS 構想・推進公

園】に指定し， ランニングステーション
機能を付帯した「パークステーション」を
設置し，公園を活用したウォーキング・ラ

ンニング環境の整備と各種教室・ パーク
ヨガ ・キッズ向け運動教室等の「パーク
フィットネス」 の展開を提案する。 

 ご提案については，関連事業を推進し

ていくにあたり，今後の参考にさせてい
ただきます。 

88 

 全国都市緑化フェアでは，来園者が SNS
で発信したくなるような仙台ならではの
みどりの演出を期待する。また開催後も一
過性のものにならないよう，定期的にみど
りのイベント等の開催を行うなどし，杜の
都たる街づくりの姿勢を表現してほしい。 

 全国都市緑化フェア関連事業を推進し
ていくにあたり，今後の参考にさせてい
ただきます。 

 


